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鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例（平成７年条例第３号）新旧対照表 第４４条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例 ○鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例 

平成７年３月２９日 平成７年３月２９日 

鳥取市条例第３号 鳥取市条例第３号 

第１条 ～ 第１８条（略） 第１条 ～ 第１８条（略） 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

１ メインスタジアム利用料金（略） １ メインスタジアム利用料金（略） 

２ メインスタジアム夜間照明灯利用料金 ２ メインスタジアム夜間照明灯利用料金 

区分 利用料金（３０分につき）

アマチュアスポーツ ７５０W 10,120円

５００W 8,200円

２００W 2,700円

アマチュアスポーツ以外 １,５００W 33,000円

１,０００W 29,700円

７５０W 28,000円

５００W 26,400円

２００W 8,800円

備考 ３０分未満は、３０分とする。 
 

区分 利用料金（３０分につき） 

アマチュアスポーツ ７５０W 9,900円

５００W 8,100円

２００W 2,700円

アマチュアスポーツ以外 １,５００W 32,400円

１,０００W 29,100円

７５０W 27,500円

５００W 25,900円

２００W 8,600円

備考 ３０分未満は、３０分とする。 

第３項から第５項まで（略） 第３項から第５項まで（略） 

 


